
弐段以上の取得者

審判員資格D級を取得後２年以上経過していること。

審判員資格C級を取得後３年以上経過していること。

審判員資格B級を取得後４年以上経過していること。

弐段以上の取得者

実力弐段以上の取得者

資格審査会

D級

C級
総本部、地区本部講習会にD級取得後２回以上の受講した者

B級

審判員資格

総本部、地区本部講習会にC級取得後３回以上の受講した者

A級
総本部、地区本部講習会にB級取得後４回以上の受講した者

指導員資格

審査料

登録料

７，０００円

参段以上の取得者で指導員資格D級を有する者

五段以上の取得者で指導員資格B級を有する者

D級

C級
総本部、地区本部講習会に２回以上の受講した者

四段以上の取得者で指導員資格C級を有する者
B級

総本部、地区本部講習会に３回以上の受講した者

A級
総本部、地区本部講習会に４回以上の受講した者

１０，０００円

審査員資格C級を取得後３年以上経過した者

総本部、地区本部講習会にC級取得後３回以上の受講した者

A級

実力七段以上の取得者

審査料

登録料

７，０００円

１０，０００円

１０，０００円

※　各資格保有者は２年に一度の資格更新講習が義務付けられております。

D級
審査員資格

2020/9/1

総本部、地区本部講習会にB級取得後５回以上の受講した者

審査員資格D級を取得後２年以上経過した者

実力五段以上の取得者

B級

審査員資格B級を取得後５年以上経過した者

C級

実力参段以上の取得者

総本部、地区本部講習会にD級取得後２回以上の受講した者

７，０００円審査料

登録料


